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みやしんインターネットバンキング利用規定  

 

第１条  みやしんインターネットバンキング契約の成立  

  当 金 庫 は 、 お 客 様 か ら こ の 規 定 の 取 引 に 係 る 、 当 金 庫 所 定 の 申 込 書 の 提 出 を 受 け 、 こ れ  

を 承 諾 し た と き は 、 こ の 規 定 の 取 引 に 係 る 契 約 が 成 立 す る も の と し ま す 。  

第２条  しんきんインターネットバンキング取引  

１ ． し ん き ん イ ン タ ー ネ ッ ト バ ン キ ン グ と は  

  し ん き ん イ ン タ ー ネ ッ ト バ ン キ ン グ （ 以 下 「 本 サ ー ビ ス 」 と い い ま す ） と は 、 契 約 者 ご

本 人 （ 以 下 「 お 客 様 」 と い い ま す 。） か ら の パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ ・ 本 サ ー ビ ス 対 応

携 帯 電 話 （ 以 下 「 端 末 」 と い い い ま す ） を 用 い た 依 頼 に 基 づ き 、 資 金 移 動 、 口 座 情 報 の

照 会 等 の 取 引 を 行 う サ ー ビ ス を い い ま す 。  

た だ し 、 当 金 庫 は 、 そ の 裁 量 に よ り 、 本 サ ー ビ ス の 対 象 と な る 取 引 を 、 お 客 様 に 事 前 に  

通 知 す る こ と な く 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。  

２ ． 利 用 資 格 者  

本 利 用 規 定 に 同 意 し 、 当 金 庫 本 支 店 に 預 金 口 座 を 開 設 し て い る お 客 様 を 、 本 サ ー ビ ス の  

利 用 資 格 者 と し ま す 。  

な お 、 お 客 様 は 、 お 客 様 の 安 全 確 保 の た め に 当 金 庫 が 採 用 し て い る セ キ ュ リ テ ィ 措 置 、  

本 利 用 規 定 に 示 し た 利 用 者 番 号 ま た は 各 種 パ ス ワ ー ド の 不 正 使 用 な ど に よ る リ ス ク 発 生  

の 可 能 性 お よ び 本 利 用 規 定 の 内 容 に つ い て 理 解 し た う え で 、 自 ら の 判 断 と 責 任 に お い  

て 、 本 サ ー ビ ス を 利 用 す る も の と し ま す 。  

３ ． 使 用 で き る 端 末  

  本 サ ー ビ ス の 利 用 に 際 し て 使 用 で き る 端 末 は 、 当 金 庫 所 定 の も の に 限 り ま す 。  

な お 、 端 末 の 種 類 に よ り 本 サ ー ビ ス の 対 象 と な る 取 引 は 異 な る 場 合 が あ り ま す 。  

４ ． 本 サ ー ビ ス の 取 扱 時 間  

  本 サ ー ビ ス の 取 扱 時 間 は 、 当 金 庫 所 定 の 時 間 内 と し ま す 。  

た だ し 、 当 金 庫 は 、 取 扱 時 間 を お 客 様 に 事 前 に 通 知 す る こ と な く 変 更 す る 場 合 が あ り  

ま す 。  

ま た 、 取 扱 時 間 は 、 取 引 に よ り 異 な る 場 合 が あ り ま す 。  

５ ． 手 数 料 等  

（ １ ） 利 用 料  

   本 サ ー ビ ス の 利 用 に あ た っ て は 、 必 要 に 応 じ 当 金 庫 の ホ ー ム ペ ー ジ 上 に 表 示 さ れ る  

利 用 料 を い た だ く 場 合 が あ り ま す 。  

こ の 場 合 、 当 金 庫 は 、 利 用 料 を 普 通 預 金 規 定 （ 総 合 口 座 取 引 規 定 を 含 み ま す 。） お よ  

び 当 座 勘 定 規 定 に か か わ ら ず 、 通 帳 ・ 払 戻 請 求 書 ・ キ ャ ッ シ ュ カ ー ド ま た は 当 座 小 切  

手 の 提 出 を 受 け る こ と な し に 、 お 客 様 が 利 用 申 込 書 ま た は 当 金 庫 所 定 の 方 法 に よ り 届  
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け 出 て い た だ く 「 代 表 口 座 」 か ら 、 毎 月 ２ ０ 日 （ 休 業 日 の 場 合 に は 翌 営 業 日 ） に 自 動  

的 に 引 落 と し ま す 。  

な お 当 金 庫 は 、 利 用 料 を お 客 様 に 事 前 に 通 知 す る こ と な く 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。  

ま た 代 表 口 座 と し て 指 定 可 能 な 預 金 口 座 は 、 当 金 庫 所 定 の 種 類 に か ぎ る も の と し ま  

す 。  

（ ２ ） 振 込 手 数 料  

本 サ ー ビ ス の 利 用 に あ た っ て は 、 振 込 ・ 振 替 を 行 っ た 場 合 、 当 金 庫 の ホ ー ム ペ ー ジ 上  

に 表 示 さ れ る 振 込 手 数 料 を お 支 払 い た だ き ま す 。  

こ の 場 合 、 当 金 庫 は 、 振 込 手 数 料 を 普 通 預 金 規 定 （ 総 合 口 座 取 引 規 定 を 含 み ま す 。）  

お よ び 当 座 勘 定 規 定 に か か わ ら ず 、 通 帳 ・ 払 戻 請 求 書 ・ キ ャ ッ シ ュ カ ー ド ま た は 当 座  

小 切 手 の 提 出 を 受 け る こ と な し に 、 お 客 様 の 指 定 す る 本 サ ー ビ ス 利 用 口 座 （ 支 払 口  

座 ） よ り 、 振 込 指 定 日 に 自 動 的 に 引 落 と し ま す 。  

な お 、 当 金 庫 は 、 振 込 手 数 料 を お 客 様 に 事 前 に 通 知 す る こ と な く 変 更 す る 場 合 が あ り  

ま す 。  

第３条  本人確認  

１ ． 本 人 確 認 の 手 段  

    利 用 者 番 号 お よ び 以 下 に 定 め る 各 種 パ ス ワ ー ド に よ り 、 お 客 様 本 人 の 認 証 を 行 う も の と  

し ま す 。  

２ ． 利 用 登 録 用 パ ス ワ ー ド の 届 出  

    利 用 登 録 用 パ ス ワ ー ド は 、 お 客 様 が 指 定 す る も の と し 、 お 客 様 か ら 当 金 庫 所 定 の 書 面 に  

よ り 当 金 庫 に 届 出 す る も の と し ま す 。  

３ ． お 客 様 カ ー ド の 送 付  

    当 金 庫 は 、 利 用 者 番 号 お よ び 確 認 用 パ ス ワ ー ド を 記 載 し た 「 お 客 様 カ ー ド 」 を 、 お 客 様  

の 届 出 住 所 宛 に 郵 送 す る も の と し ま す 。  

4． ロ グ オ ン パ ス ワ ー ド の 登 録 ・ 変 更  

（ １ ） お 客 様 は 本 サ ー ビ ス の ご 利 用 開 始 前 に 、 端 末 か ら ロ グ オ ン パ ス ワ ー ド を 登 録 し ま す 。  

   ① お 客 様 が 指 定 し た 利 用 登 録 用 パ ス ワ ー ド 、 お 客 様 カ ー ド に 記 載 さ れ た 「 利 用 者 番  

号 」 お よ び 「 確 認 用 パ ス ワ ー ド 」 を 端 末 か ら お 客 様 自 身 が 入 力 し ま す 。  

② 当 金 庫 は 、 お 客 様 が 入 力 さ れ た 各 内 容 と 、 当 金 庫 に 登 録 さ れ て い る 各 内 容 の 一 致 に  

よ り 、 本 人 で あ る こ と を 確 認 し ま す 。  

（ ２ ） ロ グ オ ン パ ス ワ ー ド の 変 更 も 上 記 の 方 法 に よ り 、 行 う も の と し ま す 。  

５ ． 本 人 確 認 手 続 き  

（ １ ） 取 引 の 本 人 確 認 お よ び 依 頼 内 容 の 確 認  

   す で に ロ グ オ ン パ ス ワ ー ド の 登 録 が 済 ん だ お 客 様 の 取 引 時 の 本 人 確 認 方 法 お よ び 依 頼

内 容 の 確 認 方 法 に つ い て は 、 以 下 に 定 め る と お り と し ま す 。  
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① ロ グ オ ン パ ス ワ ー ド 、 利 用 者 番 号 、 確 認 用 パ ス ワ ー ド 等 を 端 末 の 画 面 上 で お 客 様 自  

身 が 入 力 し ま す 。  

② 当 金 庫 は 、 お 客 様 が 入 力 さ れ た 各 内 容 と 当 金 庫 に 登 録 さ れ て い る ロ グ オ ン パ ス ワ ー  

ド 、 利 用 者 番 号 、 確 認 用 パ ス ワ ー ド 等 の 一 致 に よ り 、 次 の 事 項 を 確 認 で き た も の と  

し て 取 り 扱 い ま す 。  

a.お 客 様 の 有 効 な 意 思 に よ る 申 込 み で あ る こ と 。  

b.当 金 庫 が 受 信 し た 依 頼 内 容 が 真 正 な も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 当 金 庫 が 前 号 の 方 法 に 従 っ て 本 人 確 認 を し て 取 引 を 実 施 し た う え は 、「 ロ グ オ ン パ ス  

ワ ー ド 」、「 利 用 者 番 号 」 お よ び 「 確 認 用 パ ス ワ ー ド 」 に つ き 不 正 使 用 そ の 他 の 事 故 が  

あ っ て も 当 金 庫 は 当 該 取 引 を 有 効 な も の と し て 取 り 扱 い 、 ま た 、 そ の た め に 生 じ た 損  

害 に つ い て 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

６ ． お 客 様 カ ー ド の 取 り 扱 い  

（ １ ）「 お 客 様 カ ー ド 」 は 、 お 客 様 ご 本 人 が 保 管 し て く だ さ い 。 第 三 者 へ の 譲 渡 ・ 貸 与 は で  

き ま せ ん 。  

当 金 庫 か ら 請 求 が あ っ た 場 合 は 、 す み や か に 「 お 客 様 カ ー ド 」 を 返 却 す る も の と し ま  

す 。  

（ ２ ） お 客 様 が 「 お 客 様 カ ー ド 」 を 紛 失 ・ 盗 難 な ど で 失 っ た 場 合 に は 、 お 取 引 の 安 全 性 を 確  

保 す る た め 、 す み や か に お 客 様 ご 本 人 か ら 当 金 庫 所 定 の 書 面 に よ り 当 金 庫 に 届 け 出 て  

く だ さ い 。  

こ の 届 出 に 対 し 、 当 金 庫 は 所 定 の 手 続 き を 行 い 、 本 サ ー ビ ス の 利 用 停 止 の 措 置 を 講 じ  

ま す 。  

当 金 庫 は こ の 届 出 に 基 づ く 所 定 の 手 続 き の 完 了 前 に 生 じ た 損 害 に つ い て 責 任 を 負 い ま  

せ ん 。  

な お 、「 お 客 様 カ ー ド 」 の 再 発 行 は で き ま せ ん の で 、 当 金 庫 所 定 の 手 続 き を 行 い 、 新  

し い 「 お 客 様 カ ー ド 」 を 発 行 し ま す 。（ 利 用 者 番 号 、 確 認 用 パ ス ワ ー ド が 変 更 と な り  

ま す 。）  

（ ３ ） 前 号 の 「 お 客 様 カ ー ド 」 を 失 っ た 旨 の 届 出 に つ い て は 、 電 話 に よ る こ と が で き ま す 。  

こ の 場 合 、 当 金 庫 は 前 項 と 同 様 に 取 り 扱 い ま す 。  

７ ． パ ス ワ ー ド 等 の 管 理  

（ １ ） 各 種 パ ス ワ ー ド は 、 お 客 様 自 身 の 責 任 に お い て 、 厳 重 に 管 理 す る も の と し 、 第 三 者 へ  

開 示 し な い で 下 さ い 。 ま た 、 ロ グ オ ン パ ス ワ ー ド に つ い て は 、 生 年 月 日 、 電 話 番 号 、  

連 絡 番 号 等 他 人 に 知 ら れ や す い 番 号 を 登 録 す る こ と を 避 け る と と も に 、 定 期 的 に 変 更  

手 続 き を 行 っ て く だ さ い 。  

（ ２ ） 各 種 パ ス ワ ー ド に つ き 偽 造 、 変 造 、 盗 用 ま た は 不 正 使 用 そ の 他 の 恐 れ が あ る 場 合 は 、  

当 金 庫 宛 に 直 ち に 連 絡 を し て く だ さ い 。  
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（ ３ ） 本 サ ー ビ ス の 利 用 に つ い て 、 誤 っ た パ ス ワ ー ド の 入 力 が 当 金 庫 所 定 の 回 数 連 続 し て 行  

わ れ た 場 合 は 、 そ の 時 点 で 当 金 庫 は 本 サ ー ビ ス の 利 用 を 停 止 し ま す の で 、 次 の 方 法 に  

よ り 再 開 手 続 き を と っ て く だ さ い 。  

   ① ロ グ オ ン パ ス ワ ー ド 相 違 に 伴 う 再 開 手 続 き は 、 第 ２ 条 第 ４ 項 と 同 じ 操 作 に よ り 、 ロ  

グ オ ン パ ス ワ ー ド を 変 更 し て く だ さ い 。  

   ② 確 認 用 パ ス ワ ー ド 相 違 に よ る 再 開 手 続 き は 、 当 金 庫 に 連 絡 の う え 、 所 定 の 手 続 き を  

と っ て く だ さ い 。  

第４条  取引の依頼  

１ ． サ ー ビ ス 利 用 口 座 の 届 出  

（ １ ） お 客 様 は 、 本 サ ー ビ ス で 利 用 す る 口 座 を 、 サ ー ビ ス 利 用 口 座 と し て 、 当 金 庫 所 定 の 方  

法 に よ り 当 金 庫 宛 に 届 け 出 て く だ さ い 。  

当 金 庫 は 、 届 出 の 内 容 に 従 い 、 本 サ ー ビ ス の サ ー ビ ス 利 用 口 座 と し て 登 録 し ま す 。  

た だ し 、 サ ー ビ ス 利 用 口 座 と し て 指 定 可 能 な 預 金 の 種 類 お よ び 本 サ ー ビ ス の 対 象 と な  

る 各 取 引 に お い て 指 定 可 能 な サ ー ビ ス 利 用 口 座 は 、 当 金 庫 所 定 の も の に 限 る も の と し  

ま す 。  

（ ２ ） サ ー ビ ス 利 用 口 座 の 追 加 ・ 更 新 お よ び 削 除 に つ い て は 、 当 金 庫 所 定 の 書 面 に よ り 届 出  

て く だ さ い 。  

２ ． 取 引 の 依 頼 方 法  

  本 サ ー ビ ス に よ る 取 引 の 依 頼 は 、 第 ２ 条 に 従 っ た 本 人 確 認 が 終 了 後 、 お 客 様 が 取 引 に 必  

要 な 所 定 事 項 を 当 金 庫 の 指 定 す る 方 法 に よ り 正 確 に 当 金 庫 に 伝 達 す る こ と に よ り 行 う も  

の と し ま す 。  

当 金 庫 は 、 前 項 の サ ー ビ ス 利 用 口 座 の 届 出 に 従 い 取 引 を 実 施 し ま す 。  

３ ． 取 引 依 頼 の 確 定  

当 金 庫 が 本 サ ー ビ ス に よ る 取 引 の 依 頼 を 受 付 け た 場 合 、 お 客 様 に 依 頼 内 容 を 確 認 し ま す  

の で 、 お 客 様 は そ の 内 容 が 正 し い 場 合 に は 、 当 金 庫 の 指 定 す る 方 法 で 確 認 し た 旨 を 当 金  

庫 に 回 答 し て く だ さ い 。  

こ の 回 答 が 各 取 引 で 必 要 な 当 金 庫 所 定 の 確 認 時 間 内 に 行 わ れ 、 当 金 庫 が 受 信 し た 時 点 で  

当 該 取 引 の 依 頼 内 容 が 確 定 し た も の と し 、 当 金 庫 所 定 の 方 法 で 各 取 引 の 手 続 を 行 い ま  

す 。  

な お 、 特 に 定 め の な い 限 り 、 取 引 依 頼 の 確 定 後 に 依 頼 内 容 の 取 消 、 変 更 は で き な い も  

の と し ま す 。  

第５条  ご利用限度額  

１ 回 あ た り 、 お よ び １ 日 あ た り の ご 利 用 限 度 額 は 、 申 込 時 あ る い は 変 更 時 に お 客 様 が 設  

定 し た 金 額 と し ま す 。  

た だ し 、 そ の 上 限 は 、 当 金 庫 の ホ ー ム ペ ー ジ 上 に 表 示 さ れ る 金 額 の 範 囲 内 と し 、 当 金 庫  
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は 、 所 定 上 限 額 を そ の 裁 量 に よ り お 客 様 に 事 前 に 通 知 す る こ と な く 変 更 す る 場 合 が あ り  

ま す 。  

第６条  資金移動  

１ ． 取 引 の 内 容  

（ １ ） 本 サ ー ビ ス に よ る 取 引 の 内 容 は 、 お 客 様 か ら の 端 末 に よ る 依 頼 に 基 づ き 、 お 客 様 の 指  

定 し た 日 （ 以 下 「 振 込 指 定 日 」 と い い ま す 。） に 、 お 客 様 の 指 定 す る 本 サ ー ビ ス 利 用  

口 座 （ 以 下 「 支 払 指 定 口 座 」 と い い ま す 。） よ り お 客 様 の 指 定 す る 金 額 を 引 き 落 と し  

の う え 、 お 客 様 の 指 定 す る 当 金 庫 本 支 店 あ る い は 当 金 庫 以 外 の 金 融 機 関 の 国 内 本 支 店  

の 預 金 口 座 （ 以 下 「 入 金 指 定 口 座 」 と い い ま す 。） 宛 に 振 込 依 頼 を 発 信 し 、 ま た は 振  

替 の 処 理 を 行 う 取 引 を い い ま す 。  

（ ２ ） 支 払 指 定 口 座 と 入 金 指 定 口 座 が 同 一 店 舗 内 で か つ 同 一 名 義 の 場 合 は 、「 振 替 」 と し 、  

支 払 指 定 口 座 と 入 金 指 定 口 座 が 異 な る 当 金 庫 本 支 店 に あ る 場 合 、 入 金 指 定 口 座 が 当 金  

庫 以 外 の 金 融 機 関 本 支 店 に あ る 場 合 、 ま た は 支 払 指 定 口 座 と 入 金 指 定 口 座 が 異 な る 名  

義 の 場 合 は 、「 振 込 」 と し て 取 り 扱 い ま す 。  

（ ３ ） ご 依 頼 の 内 容 が 確 定 し た 場 合 、 当 金 庫 は 確 定 し た 内 容 に 従 い 、 支 払 指 定 口 座 か ら 振 込  

金 額 、 振 込 手 数 料 お よ び 消 費 税 の 合 計 金 額 ま た は 振 替 金 額 を 引 落 と し の う え 、 当 金 庫  

所 定 の 方 法 で 振 込 ま た は 振 替 の 手 続 き を し ま す 。  

（ ４ ） 支 払 指 定 口 座 か ら の 資 金 の 引 落 し は 、 普 通 預 金 規 定 そ の 他 当 金 庫 の 定 め る 他 の 規 定 に  

か か わ ら ず 、 通 帳 ・ カ ー ド お よ び 払 戻 請 求 書 ま た は 小 切 手 の 提 出 は 不 要 と し 、 当 金 庫  

所 定 の 方 法 に よ り 取 り 扱 い ま す 。  

（ ５ ） 以 下 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 、 振 込 お よ び 振 替 は で き ま せ ん 。  

   ① 振 込 ま た は 振 替 時 に 、 振 込 金 額 と 振 込 手 数 料 と の 合 計 金 額 ま た は 振 替 金 額 が 、 支 払  

指 定 口 座 よ り 払 戻 す こ と が で き る 金 額 （ 当 座 貸 越 を 利 用 で き る 範 囲 内 の 金 額 を 含 み  

ま す 。） を 超 え る と き 。  

   ② 支 払 指 定 口 座 が 解 約 済 の と き 。  

   ③ お 客 様 か ら 支 払 指 定 口 座 に つ い て の 支 払 停 止 の 届 出 が あ り 、 そ れ に 基 づ き 当 金 庫 が  

所 定 の 手 続 き を 行 っ た と き 。  

   ④ 差 押 等 や む を 得 な い 事 情 が あ り 、 当 金 庫 が 支 払 を 不 適 当 と 認 め た と き 。  

   ⑤ 振 替 取 引 に お い て 、 入 金 指 定 口 座 が 解 約 済 な ど の 理 由 で 入 金 で き な い と き 。  

   ⑥ そ の 他 、 振 込 お よ び 振 替 が で き な い と 当 金 庫 が 認 め る 事 由 が あ る と き 。  

（ ６ ） 振 替 取 引 に お い て 、 入 金 指 定 口 座 へ の 入 金 が で き な い 場 合 に は 、 振 替 金 額 を 当 金 庫 所  

定 の 方 法 に よ り 当 該 取 引 の 支 払 指 定 口 座 へ 戻 し 入 れ ま す 。  

な お 、 振 込 取 引 に お い て 、 入 金 指 定 口 座 へ の 入 金 が で き な い 場 合 に は 、 組 戻 し 手 続 き  

に よ り 処 理 し ま す 。  
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２ ． 振 込 指 定 日  

  振 込 依 頼 の 発 信 は 、 原 則 と し て お 客 様 が 指 定 さ れ た 振 込 指 定 日 に 実 施 し 、 指 定 が な い 場  

合 に は 、 依 頼 日 当 日 を 振 込 指 定 日 と し ま す 。  

た だ し 、 振 込 依 頼 日 当 日 を 振 込 指 定 日 と し て 指 定 し た 際 、 取 引 の 依 頼 内 容 の 確 定 時 点 で  

当 金 庫 所 定 の 時 限 を 過 ぎ て い る 場 合 ま た は 受 付 日 が 窓 口 休 業 日 の 場 合 は 、「 翌 営 業 日 扱  

い 」 と し 、 当 金 庫 所 定 の 翌 窓 口 営 業 日 （ 以 下 「 翌 営 業 日 」 と い い ま す 。） に 「 入 金 指 定  

口 座 」 宛 に 入 金 処 理 を 行 い ま す 。  

３ ． 依 頼 内 容 の 変 更 ・ 組 戻 し  

（ １ ） 振 込 取 引 に お い て 、 振 込 指 定 日 以 降 に そ の 依 頼 内 容 を 変 更 す る 場 合 に は 、 当 該 取 引 の  

支 払 指 定 口 座 が あ る 当 金 庫 本 支 店 の 窓 口 に お い て 、 次 の ① お よ び ② の 訂 正 の 手 続 き に  

よ り 取 り 扱 い ま す 。  

た だ し 、 振 込 先 の 金 融 機 関 ・ 店 舗 名 ま た は 振 込 金 額 を 変 更 す る 場 合 に は 、 次 号 に 規 定  

す る 組 戻 し 手 続 き に よ り 取 り 扱 い ま す 。  

   ① 訂 正 の 依 頼 に あ た っ て は 、 当 金 庫 所 定 の 訂 正 依 頼 書 に 、 当 該 取 引 の 支 払 指 定 口 座 に  

か か る 届 出 の 印 章 に よ り 記 名 押 印 し て 提 出 し て く だ さ い 。  

こ の 場 合 、 当 金 庫 所 定 の 本 人 確 認 資 料 ま た は 保 証 人 を 求 め る こ と が あ り ま す 。  

   ② 当 金 庫 は 、 訂 正 依 頼 書 に 従 っ て 、 訂 正 依 頼 電 文 を 振 込 先 の 金 融 機 関 に 発 信 し ま す 。  

（ ２ ） 振 込 取 引 に お い て 、 依 頼 内 容 の 確 定 後 に そ の 依 頼 を 取 り や め る 場 合 に は 、 当 該 取 引 の  

支 払 指 定 口 座 が あ る 当 金 庫 本 支 店 の 窓 口 に お い て 次 の 組 戻 し 手 続 き に よ り 取 り 扱 い ま  

す 。  

   ① 組 戻 し の 依 頼 に あ た っ て は 、 当 金 庫 所 定 の 組 戻 依 頼 書 に 、 当 該 取 引 の 支 払 指 定 口 座  

に か か る 届 出 の 印 章 に よ り 記 名 押 印 し て 提 出 し て く だ さ い 。  

こ の 場 合 、 当 金 庫 所 定 の 本 人 確 認 資 料 ま た は 保 証 人 を 求 め る こ と が あ り ま す 。  

   ② 当 金 庫 は 、 組 戻 依 頼 書 に 従 っ て 、 組 戻 依 頼 電 文 を 振 込 先 の 金 融 機 関 に 発 信 し ま す 。  

   ③ 組 戻 し さ れ た 振 込 資 金 は 、 組 戻 依 頼 書 に 指 定 さ れ た 方 法 に よ り 返 却 し ま す 。  

    現 金 で 返 却 を 受 け る と き は 、 当 金 庫 所 定 の 受 取 書 に 届 出 の 印 章 に よ り 記 名 押 印 の う  

え 、 提 出 し て く だ さ い 。  

こ の 場 合 、 当 金 庫 所 定 の 本 人 確 認 資 料 ま た は 保 証 人 を 求 め る こ と が あ り ま す 。  

（ ３ ） 前 ２ 号 の 各 場 合 に お い て 、 振 込 先 の 金 融 機 関 が す で に 振 込 通 知 を 受 信 し て い る と き  

は 、 訂 正 ま た は 組 戻 し が で き な い こ と が あ り ま す 。  

こ の 場 合 に は 、 受 取 人 と の 間 で 協 議 し て く だ さ い 。  

（ ４ ） 訂 正 依 頼 書 ま た は 組 戻 依 頼 書 等 に 使 用 さ れ た 印 影 （ ま た は 署 名 ） と 届 出 の 印 鑑 （ ま た  

は 署 名 鑑 ） と を 相 当 の 注 意 を も っ て 照 合 し 、 相 違 な い も の と 認 め て 取 扱 し た う え は 、  

そ れ ら の 書 類 に つ き 偽 造 、 変 造 そ の 他 の 事 故 が あ っ て も そ の た め に 生 じ た 損 害 に つ い  

て は 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。  
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（ ５ ） 振 替 取 引 の 場 合 に は 、 依 頼 内 容 の 確 定 後 は 依 頼 内 容 の 変 更 ま た は 依 頼 の 取 り や め は で  

き ま せ ん 。  

（ ６ ） 本 項 に 定 め る 依 頼 内 容 の 変 更 ・ 組 戻 し 手 続 き を 行 っ た 場 合 、 第 １ 条 第 ５ 項 第 ２ 号 の 振  

込 手 数 料 は 返 還 し ま せ ん 。  

（ ７ ） 組 戻 し 手 続 き を 行 っ た 場 合 は 、 当 金 庫 の ホ ー ム ペ ー ジ 上 に 表 示 さ れ る 組 戻 し 手 数 料 お  

よ び 消 費 税 を お 支 払 い た だ き ま す 。  

第７条  照会サービス  

１ ． 取 引 の 内 容  

  お 客 様 の 指 定 す る サ ー ビ ス 利 用 口 座 に つ い て 、 残 高 照 会 、 入 出 金 明 細 照 会 等 の 口 座 情 報

を 照 会 す る こ と が で き ま す 。 な お 、 照 会 可 能 な 明 細 は 、 当 金 庫 所 定 の 期 間 内 に お 取 引 の

あ っ た 明 細 に 限 り ま す 。  

２ ． 照 会 後 の 取 消 ・ 変 更  

  お 客 様 か ら の 照 会 を 受 け て 当 金 庫 か ら 回 答 し た 内 容 に つ い て 、 当 金 庫 が そ の 責 め に よ ら

な い 事 由 に よ り 変 更 ま た は 取 消 を 行 っ た 場 合 、 そ の た め に 生 じ た 損 害 に つ い て は 、 当 金

庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

第８条  通知サービス  

１ ． 取 引 の 内 容  

  お 客 様 が サ ー ビ ス 利 用 口 座 と し て 登 録 さ れ た 口 座 に つ き 、 入 出 金 取 引 等 が 発 生 し た 際

に 、 お 客 様 の 指 定 す る メ ー ル ア ド レ ス に 電 子 メ ー ル を 送 信 し 、 お 取 引 の 旨 を お 知 ら せ し

ま す 。  

２ ． 送 信 の 遅 延 ・ 不 達  

  通 信 混 雑 、 通 信 機 器 お よ び 回 線 障 害 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 特 性 等 の 事 由 に よ り 、 取 り 扱 い

が 遅 延 し た り 不 達 と な る 恐 れ が あ り ま す の で 、 お 客 様 は 、 必 ず 照 会 サ ー ビ ス に よ り お 取

引 内 容 を ご 確 認 く だ さ い 。  

  な お 、 そ の た め に 生 じ た 損 害 に つ い て は 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

第９条  税金・各種料金払込みサービス  

１ ． 取 引 の 内 容  

（ １ ） 税 金 ・ 各 種 料 金 払 込 み サ ー ビ ス 「 Ｐ ay-easy（ ペ イ ジ ー ）」（ 以 下 「 料 金 払 込 み サ ー  

ビ ス 」 と い い ま す 。） と は 、 当 金 庫 所 定 の 収 納 機 関 （ 以 下 「 収 納 機 関 」 と い い ま  

す 。） に 対 す る 各 種 料 金 の 照 会 お よ び 支 払 指 定 口 座 か ら 指 定 の 金 額 を 引 落 し 、 収 納  

機 関 に 対 す る 当 該 各 種 料 金 の 支 払 い と し て 、 当 該 引 落 し 金 を 払 込 む こ と が で き る サ  

ー ビ ス を い い ま す 。  

（ ２ ） 料 金 払 込 み サ ー ビ ス の １ 回 あ た り 、 お よ び １ 日 あ た り の ご 利 用 限 度 額 は 、 当 金 庫 所  

定 の 金 額 の 範 囲 内 と し 、 当 金 庫 は 、 所 定 上 限 額 を そ の 裁 量 に よ り お 客 様 に 通 知 す る  

こ と な く 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。  
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（ ３ ） 料 金 払 込 み サ ー ビ ス は 、 本 条 に 特 別 な 定 め が な い 限 り 、 第 ５ 条 （ 資 金 移 動 ） に お け  

る 振 込 取 引 と 同 様 の 取 扱 い と し ま す 。  

（ ４ ） 一 度 依 頼 し た 払 込 み は 取 消 で き な い も の と し ま す 。  

（ ５ ） 当 金 庫 は 、 お 客 様 に 対 し 払 込 み に か か る 領 収 書 を 発 行 い た し ま せ ん 。  

（ ６ ） 収 納 機 関 の 請 求 内 容 お よ び 収 納 機 関 で の 収 納 手 続 き の 結 果 等 、 収 納 等 に 関 す る 照 会  

に つ い て は 収 納 機 関 に 直 接 お 問 合 せ く だ さ い 。  

（ ７ ） 料 金 払 込 み サ ー ビ ス の 取 扱 時 間 は 、 原 則 と し て 当 金 庫 所 定 の 時 間 内 と し ま す 。 な  

お 、 収 納 機 関 の 取 扱 時 間 の 変 更 な ど に よ り 、 当 金 庫 所 定 の 時 間 内 で あ っ て も 取 扱 が  

で き な い 場 合 が あ り ま す 。  

２ ． 利 用 の 停 止 ・ 取 消 し 等  

（ １ ） 収 納 機 関 が 指 定 す る 項 目 の 入 力 を 当 金 庫 所 定 の 回 数 以 上 誤 っ た 場 合 は 、 料 金 払 込 サ  

ー ビ ス の 利 用 を 停 止 す る こ と が あ り ま す 。 料 金 払 込 サ ー ビ ス の 利 用 を 再 開 す る に  

は 、 必 要 に 応 じ て 当 金 庫 所 定 の 手 続 き を 行 っ て く だ さ い 。  

（ ２ ） 収 納 機 関 か ら 収 納 依 頼 内 容 に 関 す る 確 認 が で き な い 場 合 に は 料 金 払 込 サ ー ビ ス を 利  

用 で き ま せ ん 。  

（ ３ ） 収 納 機 関 か ら の 連 絡 に よ り 、 一 度 受 け 付 け た 払 込 み に つ い て 、 取 消 し と な る こ と が  

あ り ま す 。  

第１０条  資金移動ロック取引  

１ ． 取 引 の 内 容  

（ １ ） お 客 様 か ら の 携 帯 電 話 機 を 用 い た 依 頼 に 基 づ き 、 端 末 の う ち パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー  

タ を 用 い た 資 金 移 動 等 の 利 用 を 停 止 し 、 ま た は 停 止 を 解 除 す る こ と が で き ま す 。  

（ ２ ） 本 取 引 に よ り 「 ロ ッ ク 実 行 」 に 設 定 し た 場 合 、 す べ て の サ ー ビ ス 利 用 口 座 に つ い て  

パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ を 用 い た 「 祖 金 移 動 」 と 「 税 金 ・ 各 種 料 金 払 込 み サ ー ビ  

ス 」（ 以 下 あ わ せ て 「 停 止 対 象 取 引 」 と い い ま す ） の 利 用 を 停 止 し ま す 。  

（ ３ ） 本 取 引 に よ り 「 一 時 ロ ッ ク 解 除 」 ま た は 「 ロ ッ ク 解 除 」 に 設 定 し た 場 合 、 停 止 対 象  

取 引 の 利 用 を 再 開 し ま す 。「 一 時 ロ ッ ク 解 除 」 に 設 定 し た 場 合 、 解 除 操 作 か ら ３ ０  

分 を 経 過 す る か 、 ま た は 停 止 対 象 取 引 を 完 了 す る こ と に よ り 、 自 動 的 に 停 止 状 態 に  

設 定 し 、 停 止 対 象 取 引 の 利 用 を 停 止 し ま す 。  

２ ． 障 害 時 の 対 応  

  収 納 機 関 が 指 定 す る 項 目 の 入 力 を 当 金 庫 所 定 の 回 数 以 上 誤 っ た 場 合 は 、 料 金 払 込 サ ー ビ  

ス の 利 用 を 停 止 す る こ と が あ り ま す 。 料 金 払 込 サ ー ビ ス の 利 用 を 再 開 す る に は 、 必 要 に  

応 じ て 当 金 庫 所 定 の 手 続 き を 行 っ て く だ さ い 。  

第１１条  届出事項の変更等  

本 サ ー ビ ス に 係 る 印 章 を 失 っ た と き 、 ま た は 、 印 章 、 氏 名 、 住 所 そ の 他 の 届 出 事 項 に 変  

更 が あ っ た と き は 、 お 客 様 は 直 ち に 当 金 庫 所 定 の 書 面 に よ り 当 該 口 座 保 有 店 宛 に 届 け 出  
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る も の と し ま す 。  

こ の 届 出 の 前 に 、 届 出 を 行 わ な か っ た こ と に よ り 生 じ た 損 害 に つ い て 、 当 金 庫 は 責 任 を  

負 い ま せ ん 。  

た だ し 、 届 出 事 項 の う ち 、 住 所 等 の 当 金 庫 所 定 の 事 項 の 変 更 に つ い て は 、 お 客 様 の 端 末  

に よ る 依 頼 に 基 づ き 、 そ の 届 出 を 受 付 け ま す 。  

第１２条  取引の記録  

本 サ ー ビ ス に よ る 取 引 内 容 に つ い て 疑 義 が 生 じ た 場 合 に は 、 本 サ ー ビ ス に つ い て の 機 械  

記 録 の 記 録 内 容 を 正 当 な も の と し て 取 り 扱 い ま す 。  

第１３条  海外からのご利用  

海 外 か ら は そ の 国 の 法 律 ・ 制 度 ・ 通 信 事 情 ・ 電 話 機 の 仕 様 な ど に よ り ご 利 用 い た だ け な  

い 場 合 が あ り ま す 。 当 該 国 の 法 律 を 事 前 に ご 確 認 く だ さ い 。  

第１４条  免責事項等  

１ ． 免 責 事 項  

  次 の 各 号 の 事 由 に よ り 本 サ ー ビ ス の 取 扱 い に つ い て 遅 延 、 不 達 等 が あ っ て も 、 こ れ に よ

っ て 生 じ た 損 害 に つ い て は 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

  ① 災 害 ・ 事 変 、 裁 判 所 等 公 的 機 関 の 措 置 等 の や む を 得 な い 事 由 が あ っ た と き 。  

  ② 当 金 庫 ま た は 金 融 機 関 の 共 同 シ ス テ ム の 運 営 体 が 相 当 の 安 全 策 を 講 じ た に も か か わ ら  

ず 、 端 末 機 、 通 信 回 線 ま た は コ ン ピ ュ ー タ ー 等 に 障 害 が 生 じ た と き 。  

  ③ 当 金 庫 以 外 の 金 融 機 関 の 責 に 帰 す べ き 事 由 が あ っ た と き 。  

２ ． 通 信 経 路 に お け る 安 全 対 策  

  お 客 様 は 、 本 サ ー ビ ス の 利 用 に 際 し 、 公 衆 回 線 、 移 動 体 通 信 網 、 専 用 電 話 回 線 、 イ ン タ

ー ネ ッ ト 等 の 通 信 経 路 の 特 性 お よ び 本 サ ー ビ ス で 当 金 庫 が 講 じ る 安 全 対 策 等 に つ い て 了

承 し て い る も の と も な し ま す 。  

３ ． 端 末 の 障 害  

  本 サ ー ビ ス に 使 用 す る 端 末 お よ び 通 信 媒 体 が 正 常 に 稼 動 す る 環 境 に つ い て は お 客 様 の 責

任 に お い て 確 保 し て く だ さ い 。  

  当 金 庫 は 、 当 契 約 に よ り 端 末 が 正 常 に 稼 動 す る こ と に つ い て 保 証 す る も の で は あ り ま せ

ん 。  

万 一 、 端 末 が 正 常 に 稼 動 し な か っ た こ と に よ り 取 引 が 成 立 し な い 、 ま た は 成 立 し た 場  

合 、 そ れ に よ り 生 じ た 損 害 に つ い て 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

４ ． 郵 送 上 の 事 故  

  当 金 庫 が 発 行 し た 「 お 客 様 カ ー ド 」 が 郵 送 上 の 事 故 等 金 庫 の 責 め に よ ら な い 事 由 に よ

り 、 第 三 者 （ 当 金 庫 職 員 を 除 き ま す 。） が 「 お 客 様 カ ー ド 」 の 裏 面 に 記 載 の 「 確 認 番

号 」 を 知 り 得 た と し て も 、 そ の た め に 生 じ た 損 害 に つ い て は 当 金 庫 は 一 切 責 任 を 負 い ま

せ ん 。  
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第１５条  解約等  

 

１ ． 都 合 解 約  

  本 契 約 は 、 当 事 者 の 一 方 の 都 合 で 、 書 面 に よ る 通 知 に よ り い つ で も 解 約 す る こ と が で き

ま す 。  

  な お 、 お 客 様 か ら の 解 約 の 通 知 は 、 当 金 庫 に 所 定 の 書 面 を 提 出 し 、 当 金 庫 所 定 の 方 法 に

よ る も の と し ま す 。  

２ ． 代 表 口 座 の 解 約  

  代 表 口 座 が 解 約 さ れ た と き は 、 本 契 約 は 全 て 解 約 さ れ た も の と み な し ま す 。  

３ ． サ ー ビ ス の 利 用 停 止  

  お 客 様 に 以 下 の 各 号 の 自 由 が ひ と つ で も 生 じ た と き は 、 当 金 庫 は い つ で も 、 お 客 様 に 事

前 に 通 知 す る こ と な く 本 サ ー ビ ス の 全 部 ま た は 一 部 の 利 用 を 停 止 す る こ と が で き る も の

と し ま す 。  

  ① １ 年 以 上 に わ た り 本 サ ー ビ ス の 利 用 が な い 場 合 。  

  ② お 客 様 が 当 金 庫 と の 取 引 約 定 に 違 反 し た 場 合 等 、 当 金 庫 が サ ー ビ ス の 利 用 停 止 を 必 要  

と す る 相 当 の 事 由 が 生 じ た 場 合 。  

４ ． サ ー ビ ス の 強 制 解 約  

  お 客 様 に 以 下 の 各 号 の 自 由 が ひ と つ で も 生 じ た と き は 、 当 金 庫 は い つ で も 、 本 契 約 を 解

約 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  

  こ の 場 合 、 お 客 様 へ の 通 知 の 到 着 の い か ん に か か わ ら ず 、 当 金 庫 が 解 約 の 通 知 を 連 絡 先

に あ て て 発 信 し た と き に 本 契 約 は 解 約 さ れ た も の と し ま す 。  

  ① 当 金 庫 に 支 払 う べ き 利 用 手 数 料 お よ び そ の 他 の 諸 手 数 料 を ２ か 月 連 続 し て 支 払 わ な か  

っ た と き 。  

  ② 住 所 変 更 の 届 出 を 怠 る な ど に よ り 、 当 金 庫 に お い て 契 約 者 の 所 在 が 不 明 と な っ た と  

き 。  

  ③ 支 払 の 停 止 ま た は 破 産 、 民 事 再 生 手 続 き 開 始 の 申 し 立 て が あ っ た と き 。  

  ④ 相 続 の 開 始 が あ っ た と き  

第１６条  通知等の連絡先  

当 金 庫 は 、 お 客 様 に 対 し 、 取 引 依 頼 内 容 等 に つ い て 通 知 ・ 照 会 ・ 確 認 を す る こ と が あ り  

ま す 。  

そ の 場 合 、 当 金 庫 に 届 け 出 た 住 所 ・ 電 話 番 号 ・ 電 子 メ ー ル ア ド レ ス 等 を 連 絡 先 と し ま  

す 。  

な お 、 当 金 庫 が お 客 様 の 連 絡 先 に あ て て 通 知 ・ 照 会 ・ 確 認 を 発 信 、 発 送 し 、 ま た は 送 付  

書 類 を 発 送 し た 場 合 に は 、 届 出 事 項 の 変 更 を 怠 る な ど お 客 様 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ  

り 、 こ れ ら が 延 着 し ま た は 到 達 し な か っ た と き で も 通 常 到 達 す べ き と き に 到 達 し た も の  



11 
 

と み な し ま す 。  

ま た 、 当 金 庫 の 責 め に よ ら な い 通 信 機 器 、 回 線 お よ び コ ン ピ ュ ー タ ー 等 の 障 害 な ら び に  

電 話 ・ 電 子 メ ー ル の 不 通 等 の 通 信 手 段 の 障 害 等 に よ る 延 着 、 不 着 の 場 合 も 同 様 と み な す  

も の と し 、 こ れ に よ り 生 じ た 損 害 に つ い て は 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

第１７条  規定等の準用  

本 契 約 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 各 サ ー ビ ス 利 用 口 座 に か か る 各 種 規 定 、 総 合 口 座  

取 引 規 定 、 各 サ ー ビ ス 利 用 口 座 に か か る 各 種 カ ー ド 規 定 、 振 込 規 定 な ら び に 当 座 勘 定 規  

定 お よ び 当 座 勘 定 貸 越 約 定 書 等 に よ り 取 り 扱 い ま す 。  

第１８条  規定の変更等  

（ １ ） こ の 規 定 の 各 条 項 は 、 金 融 情 勢 そ の 他 の 状 況 の 変 化 そ の 他 相 当 の 事 由 が あ る と 認  

め ら れ る 場 合 に は 、 民 法 第 ５ ４ ８ 条 の ４ の 規 定 に 基 づ き 変 更 す る も の と し ま す 。  

（ ２ ） 前 項 に よ る こ の 規 定 の 変 更 は 、 変 更 を 行 う 旨 お よ び 変 更 後 の 規 定 の 内 容 な ら び に  

そ の 効 力 発 生 時 期 を 、 店 頭 表 示 、 イ ン タ ー ネ ッ ト ま た は そ の 他 相 当 の 方 法 で 公 表  

す る こ と に よ り 、 周 知 し ま す 。  

（ ３ ） 前 二 項 に よ る 変 更 は 、 公 表 の 際 に 定 め る １ か 月 以 上 の 相 当 な 期 間 を 経 過 し た 日 か  

ら 適 用 す る も の と し ま す 。  

第１９条  契約期間  

本 契 約 の 当 初 契 約 期 間 は 、 契 約 日 か ら 起 算 し て １ 年 間 と し 、 特 に 、 お 客 様 ま た は 当 金 庫  

か ら 書 面 に よ る 申 出 の な い 限 り 、 契 約 期 間 満 了 日 の 翌 日 か ら 更 に １ 年 間 継 続 さ れ る も の  

と し 、 以 降 も 同 様 と し ま す 。  

第２０条  準拠法・管轄  

本 契 約 の 契 約 準 拠 法 は 日 本 法 と し ま す 。  

本 契 約 に 基 づ く 諸 取 引 に 関 し て 訴 訟 の 必 要 が 生 じ た 場 合 の 管 轄 裁 判 所 は 、 当 金 庫 の 所 在  

地 を 管 轄 す る 裁 判 所 と し ま す 。  

第２１条  譲渡・質入・貸与の禁止  

本 取 引 に 基 づ く お 客 様 の 権 利 は 、 当 金 庫 の 承 諾 な し に 第 三 者 へ 譲 渡 ・ 質 入 ・ 貸 与 す る こ  

と が で き ま せ ん 。  

第２２条  サービスの終了  

当 金 庫 は 、 本 サ ー ビ ス の 全 部 ま た は 一 部 を 停 止 す る こ と が あ り ま す 。 そ の 場 合 は 、 事 前  

に 相 当 な 期 間 を も っ て 当 金 庫 所 定 の 方 法 に よ り 通 知 し ま す 。 こ の 場 合 契 約 期 間 内 で あ っ  

て も 本 サ ー ビ ス の 全 部 ま た は 一 部 が 利 用 で き な く な り ま す 。  

※ た だ し 、 当 金 庫 で 取 扱 っ て い な い 項 目 に つ い て は 対 象 外 と な り ま す 。  

 

以 上  

 （ ２ ０ ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 改 正 ）  


